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１．評価の対象 

薬学教育評価機構（以下、機構とします。）は、各薬科大学・薬学部（以下、各大学としま

す。）の６年制薬学教育プログラム＊（以下、「薬学教育プログラム」とします。）を定期的

な評価の対象とします。 

  ＊ここでいう“教育プログラム”とは、カリキュラムだけではなく、すべての教育プロセス

と教育研究環境を含むものとします。 

 

 

２．評価の目的及び基本方針 

機構が実施する評価の目的と基本方針は以下の通りです。 

１）機構が定める「薬学教育評価 評価基準」（以下、「評価基準」とします。）への適合認

定を行い、各大学における「薬学教育プログラム」の質を保証します。 

（基本方針） 

  ① 「評価基準」に基づいた各大学の「自己点検・評価書」に対する評価を実施します。 

 ② 教育研究活動等に対するピア＊・レビューを中心とする評価を実施します。 

＊ここでいう“ピア”とは、大学の教育研究活動等に関し見識を有する者を指し、大

学の教員に限るものではありません。 

 

２）評価の結果を各大学にフィードバックし、各大学の「薬学教育プログラム」の改善・向上

を促進します。 

（基本方針） 

  ① 各大学の「薬学教育プログラム」の改善すべき点を明確にします。 

  ② 各大学の理念や個性を尊重し、特色を踏まえて向上を促進します。 

 

３）評価の結果を基に各大学の「薬学教育プログラム」の質を社会に示し、広く国民の理解と

支持が得られるよう支援します。 

（基本方針） 

 ① 大学以外の有識者を委員に配して評価を実施し、結果を広く社会に公表します。 

  ② 評価のプロセスを明確にし、評価を受けた大学からの意見申立ての機会を設けます。 

  ③ 大学や社会等の意見を踏まえ、常に評価システムの改善と進化を図ります。 

 

 

３．評価の実施体制 

１）総合評価評議会 

総合評価評議会は、「薬学教育プログラム」に関して広く高い見識を有する教育関係者

及び実務薬剤師、並びに医療や社会などその他の分野に関する学識経験を有する者により

構成されます。評価事業の最高意思決定機関として、機構理事会からの委託に基づいて評

価事業及びその付帯業務を行い、評価の対象大学ごとに評価報告書を作成し、機構理事会

へ報告します。 

 

２）評価委員会 

評価委員会は、総合評価評議会の下、各大学の専任教員・基幹教員又はその経験者、実

務薬剤師及びそれ以外の者であって「薬学教育プログラム」に関する見識を有する者によ

り構成され、評価実施計画の立案及び評価チーム（以下、３）参照）の編成を行います。

また、評価対象大学ごとに編成される評価チーム間の横断的事項の審議及び調整、その他

の評価事業附帯業務に関する事項を統括・管理します。評価の対象となる「薬学教育プロ

グラム」ごとの評価を実施し、評価報告書原案を作成し、総合評価評議会に報告します。 

 

３）評価チーム 

評価チームは、評価する大学ごとに評価委員会が編成することとし、原則として、評価

実施員４名から成るものとします。なお、評価実施員の構成については、原則として、実

務薬剤師であって教育研究活動に識見を有する者を含むこととします。評価チームは、
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「自己点検・評価書」（大学の自己点検・評価において根拠として提出された資料・デー

タ等を含む。）の調査（書面調査）並びに訪問調査を実施し、調査結果を記載した評価チ

ーム報告書を作成し、評価委員会に報告します。 

 

 

４．評価の実施方法 

１）評価の概要（参考１及び２を参照） 

評価は、以下の２段階で実施されます。 

① 大学における自己点検・評価  

機構による評価を申請する大学（以下、受審大学とします。）は、「薬学教育評価

ハンドブック」に従って、自らが実行している「薬学教育プログラム」に対する自己

点検・評価を実施し、「自己点検・評価書」を作成します。 

「自己点検・評価書」は、「評価基準」を構成する 20 の『基準』ごとに教育研究活

動等の状況を分析し、１～８の『項目』ごとに優れた点、改善を要する点などの自己

点検・評価結果を記述します。受審大学には、全ての『基準』に係る状況を分析し、

整理することが求められます。なお、20 の『基準』に関し、あらかじめ定められた

『観点』をすべて満たせば『基準』を満たすという構成にはなっていません。『観点』

は、『基準』への適合性又は先導性を判断するときに特に重点的に求められる内容を

定めたものです。この『観点』に加えて、受審大学が各評価対象において独自の『観

点』を設定する必要があると考えられる場合には、これを設定した上で、その『観点』

についての状況を分析し、記述することができます。 

 

② 機構における評価 

ア 「評価基準」を構成する１～８の『項目』ごとに、受審大学から提出される「自己

点検・評価書」に基づき現状を評価し、適合水準に達しているかどうかの判断を行

うとともに、その理由を明らかにします。また、適合水準に達しているかどうかの

判断は、訪問調査に基づく評価を含めて総合的に行います。 

イ 受審大学に対する「評価基準」への総合的な適合性審査を行い、その結果を受審大

学に通知し、公表します。 

ウ その取り組みが優れていると判断される場合や、改善の必要が認められる場合には、

その旨を受審大学に通知し、公表します。 

 

２）機構による評価のプロセス 

機構は、受審大学ごとに以下の手順で評価を実施します。 

① 書面調査 

評価チームは、「薬学教育評価ハンドブック」に基づき、受審大学が作成する「自

己点検・評価書」（自己点検・評価において根拠として提出された資料・データ等を

含む。）、及び機構が調査・収集する資料等を基に書面調査を実施します。 

 

② 訪問調査 

評価チームは、「評価者を対象とする手引き」に基づき、「自己点検・評価書」の

内容の検証及び書面調査では確認できなかった事項等について、受審大学を訪問して

調査します。 

 

③ 評価チーム報告書の作成 

評価チームは、書面調査及び訪問調査に基づく評価結果を記載した評価チーム報告

書を作成します。 

 

④ 評価報告書（評価委員会案）の作成 

評価委員会は、評価チーム報告書を基に、評価報告書（評価委員会案）を作成します。 
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⑤ 意見の申立て 

評価委員会は、評価報告書（評価委員会案）を受審大学に通知し、事実誤認等に対

する意見の申立ての機会を設けます。 

 

⑥ 評価報告書原案の作成 

受審大学から意見申立書を受理した場合、評価委員会は再度審議を行い、必要があ

れば修正して評価報告書原案を作成します。なお、意見の申立てが無かった場合には

評価報告書（評価委員会案）を評価報告書原案とします。 

 

⑦ 評価報告書の作成 

評価委員会は、評価報告書原案を総合評価評議会に報告し、総合評価評議会はこれ

を審議し、評価報告書原案に基づいて評価報告書を作成します。 

 

 

５．評価の結果 

１）総合判定 

総合判定の結果は「適合」、「不適合」で示します。ただし、判定を保留する場合には、

評価を継続します。 

機構は、受審大学の「薬学教育プログラム」が、『項目』１～８について適合水準に達し

ているか、あるいは超えているか、卓越しているのかを評価した上で、全体を通して総合判

定を行います。一部に重大な問題があった場合には判定を保留し、評価を継続します。「薬

学教育プログラム」として非常に重大な問題があった場合には「不適合」と判定します。 

なお、総合判定は、総評として文章により表記し、優れた点、改善を要する点などを記述

します。 

 

適 合：「薬学教育評価 評価基準」を満たしている。 

不適合：「薬学教育評価 評価基準」を満たしていない。 

 

２）『項目』の評価 

『項目』１～８の評価は『項目』ごとに、『項目』内の『基準』の評価を総合的に判断し、

原則として以下のような５段階で評価します。『項目』ごとの評価結果は、多段階評価等の

結果に基づき、概評として文章により表記します。 

S：卓越している 

A：適合水準を超えている 

（「適合性」を定める項目に、改善すべき点も助言もない場合） 

B：適合水準に達している 

（「適合性」を定める項目に、改善すべき点あるいは助言がある場合） 

C：おおむね適合水準に達しているが、懸念される点が認められる 

（「適合性」を定める項目に、早急に取り組むべき改善すべき点があり、その改善が可能

と判断できる場合） 

D：適合水準に達していない 

（「適合性」を定める項目に、重大な改善すべき点がある場合） 

この『項目』ごとの評価結果は、『基準』の評価により決定されます。 

 

３）『基準』の評価 

20の『基準』がそれぞれ満たされているか否かを確認し、その結果を『項目』の評価に反

映します。 

『基準』『観点』の表記は、その内容により、求められる「適合性」と期待される「先導

性」に分けて、次の三つに分類されます。 

なお「適合性」を満たしている場合は、A〜Cの項目評価となり、「先導性」を実現してい

る場合は、その程度によって Sの項目評価となります。 
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＜適合性＞ 

① 各学部・学科において、定められた内容が満たされていることが求められるもの。 

表記は「・・・であること。」「・・・されていること。」「・・・図られているこ

と。」 

② 各学部・学科において、少なくとも、定められた内容に関わる措置を講じていること

が求められるもの。 

表記は「・・・に努めていること。」  

 

＜先導性＞ 

③ 各学部・学科において、第３期以降を含め本基準の適用・改訂を通して、実現が望ま

れることから、実施されていれば先導性があると現時点で判断されるもの。なお、表

記が「・・・が望ましい。」に限らず、薬学教育プログラム全体の底上げのために普

及・活用が期待されるものなどを含む。 
 

 

４）改善すべき点 

① 総合的に「適合」と判定された受審大学は、評価結果において「適合性」を定める項

目に「改善すべき点」を付された場合、当該大学は指定された期限までに「提言に対す

る改善報告書」を機構に提出することとします。（「先導性」を定める項目には、「改

善すべき点」は付されません。） 

 

②「改善すべき点」は、当該事項について改善を促すための提言です。したがって、改善

報告に当たっては、当該事項に対する改善状況を根拠となる資料を添えて報告すること

とします。 

 

③ 当該大学から提出された「提言に対する改善報告書」は、評価委員会で検討し、その

結果を総合評価評議会がとりまとめ、公表します。 

 

５）助言 

① 総合的に「適合」と判定された大学が、評価結果において「適合性」を定める項目に

「助言」を付された場合、改善・向上の努力が求められるものですが、その対応は当該

大学の判断に委ねることとします。（「適合性」を定める項目についての助言は、改善

の努力を求め、「先導性」を定める項目についての助言は、向上の努力を求めるもので

す。） 
 
②当該大学は、指定された期限までに「助言」への対応状況を機構に報告することとしま

す。機構は報告内容を、検討所見を付さずに公表します。 
 

６）長所 

① 特色となる優れた取り組みと評価されるもの。（例：改善・向上のために機能してい

て、成果がでているもの。中長期的に社会的な成果が期待されるもの。） 

 

②「先導性」を定める項目が実施されている場合も、長所とします。 

 

 

６．評価結果の通知及び公表 

１）「薬学教育プログラム」の総合判定の結果は、『項目』ごとの評価結果を踏まえた評価報

告書をもって通知します。 

 

２）評価報告書は、ホームページ(https://www.jabpe.or.jp)への掲載等により公表します。 

 

３）評価結果の公表にあわせて、評価の透明性及び客観性を確保するため、各大学から提出さ
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れた「自己点検・評価書」、及び「基礎資料」（大学の自己点検・評価において根拠として

別添で提出された資料・データ等を除く。）をホームページ（同上）に掲載します。 

 

４）文部科学省及び厚生労働省への評価結果の報告は、当該年度の評価結果報告書の送付をも

って行います。 

 

 

７．「認定」の取消し等 

適合認定を受けた大学において、「認定」を受けたのち、次の評価を受けるまでの間（機構

による適合認定が有効である期間）、機構の行う評価の過程、「自己点検・評価書」の提出又

は機構への基本情報の届出等において、重大な虚偽報告や事実の隠蔽など社会的倫理に反する

事実が存在することが判明した場合は、総合評価評議会の判断により「認定」の取消し、又は

次回の評価時期の変更その他必要な措置をとることがあります。 

 

 

８．教育研究活動等の内容の重要な変更の届出 

１）各大学は、認定を受けた後に教育研究活動等に関し機構が別に定める重要事項の変更が生

じた場合には、変更後３カ月以内に機構に届け出ることとします。 

 

２）届出を必要とする重要な変更内容とは、総合判定の結果に影響を与えるものとします。 

 

３）届出があった場合、必要に応じてその内容についての審査を行います。 

 

４）審査体制、基準、通知方法等については別途定めます。 

 

 

９．情報公開 

１）機構は、「薬学教育プログラム」の評価の透明性及び客観性を高めるために、機構に関す

る以下の事項について公表するとともに、その他の評価に関して保有する情報についても、

可能な限り、ホームページ（同上）への掲載等の適切な方法により提供します。 

① 名称及び事務所の所在地 

② 役員の氏名 

③ 評価の対象 

④「評価基準」及び評価の方法 

⑤ 評価の実施体制 

⑥ 評価結果の公表の方法 

⑦ 評価の周期 

⑧ 評価に係る手数料の額 

 

２）機構に対し、評価に関する保有文書の開示請求があった場合は、開示することにより、①

個人に関する情報であって特定の個人を識別できるものや個人の権利利益を害するおそれが

あるもの、② 機構に関する情報であって機構が行う業務の適正な遂行を不当に阻害するお

それがあるもの等の不開示情報を除き、原則として開示します。ただし、各大学から提出さ

れ、機構が保有することとなった文書の公開に当たっては、当該大学と協議します。 

 

 

１０．評価の時期 

１）評価の申請は、毎年度１回受け付けます。 

 

２）申請予定大学は、評価実施年度の４月に、別に定める様式に従って機構に評価を申請します。 

 

３）機構は、申請があった場合には、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく評価を実施します。 
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４）各大学は、本評価を受けた後、当該評価の実施翌年度から起算して７年以内に次回の評価

を受けるものとします。 

 

 

１１． 再評価 

１）再評価は、総合判定の保留により評価が継続となった大学の「薬学教育プログラム」を対

象に１回に限り実施します。 

 

２）再評価は、本評価において適合水準に達していないと判定された『項目』に限定して実施

します。 

 

３）評価が継続となった大学は、別に定める手続きに従って、機構に再評価を申請することと

します。 

 

４）評価が継続となった大学が所定の期日までに再評価の申請を行わなかった場合には、「不

適合」であると判定し、公表します。 

 

５）再評価において、その対象となった『項目』に関わる「薬学教育プログラム」の状況が総

合的に適合水準に達していると判定された場合には、当該大学の「薬学教育プログラム」を

「適合」と認め、公表します。 

 

６）再評価において「適合」とされた場合の認定期間は、本評価の翌年度４月１日から起算し

た正規の認定期間の残りの期間とします。 

 

７）再評価においても、その対象となった『項目』に関わる「薬学教育プログラム」の状況が

総合的に適合水準に達していないと判定された場合には「不適合」とし、公表します。 

 

８）再評価においても、評価結果が確定する前に、当該大学からの事実誤認等に対する意見の

申立ての機会を設けます。 

 

 

１２．追評価 

１）追評価は、本評価において「薬学教育プログラム」が「不適合」と判定された大学から、

別に定める手続きに従って申請があった場合、１回に限り実施します。 

 

２）追評価は、本評価において適合水準に達していないと判定された『項目』に限定して実施

します。 

 

３）追評価において、その対象となった『項目』に関わる「薬学教育プログラム」の状況が総

合的に適合水準に達していると判定された場合には、当該大学の「薬学教育プログラム」を

「適合」と認め、公表します。 

 

４）追評価において「適合」とされた場合の認定期間は、本評価の翌年度４月１日から起算し

た正規の認定期間の残りの期間とします。 

 

５）追評価においても、その対象となった『項目』に関わる「薬学教育プログラム」の状況が

総合的に適合水準に達していないと判定された場合には「不適合」とし、公表します。 

 

６）追評価においても、評価結果が確定する前に、当該大学からの事実誤認等に対する意見の

申立ての機会を設けます。 
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１３．「評価基準」等の変更手続き 

「評価基準」や評価方法その他評価に関する重要事項を変更する場合には、事前に各大学等

に対し意見照会を行うなど、その過程の公正性及び透明性を確保します。「評価基準」と「実

施要綱」等については基準・要綱検討委員会が、評価方法等については評価委員会がそれぞれ

変更案を作成し、総合評価評議会がこれを審議し決定します。 

 

 

１４．異議申立て 

本評価、再評価あるいは追評価において、「薬学教育プログラム」の総合判定が「不適合」、

あるいは本評価において「評価継続」とされた場合には、その結果（不適合、評価継続）の変

更を求める異議申立てを行う機会を設けます。異議申立てがあった場合は、６名程度の委員で

構成される異議審査委員会を総合評価評議会の下に設置し、審査を行います。なお、異議申立

ての手続き等は、別途定めます。異議申立ての審査結果に対する異議の申立てはできません。 

 

 

１５．評価手数料 

  申請する各大学は、指定の期日までに別に定める評価手数料を納入することとします。 

 

この 2026年３月改正の実施要綱は、第３期評価受審大学から適用する。 
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（Ⅱ. 参考１ 評価の『基準』数及び『観点』数） 

 

 

 

 

 

  

『基準』数及び『観点』数 

項目 『基準』数 『観点』数 

１ 教育研究上の目的と三つの方針 3 6 

２ 内部質保証 3 6 

３ 薬学教育カリキュラム 

３-１ 教育課程の編成 1 

7 

4 

３-２ 教育課程の実施 5 10 

３-３ 学修成果の評価 1 3 

４ 学生の受入れ 2 8 

５ 教員組織・職員組織 2 13 

６ 学生の支援 1 5 

７ 施設・設備 1 0 

８ 社会連携・社会貢献 1 3 

(合計数) 20 58 
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（Ⅱ. 参考２ 評価の概要） 
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（Ⅱ. 参考３ 評価のプロセス） 

 

年度 月 機  構 受 審 大 学 

評
価
実
施 

前
々
年
度 

   

１月  受審予定大学の２名が出席 

   

 

 

評
価
実
施
前
年
度 

 

４月    

      

     

   

３月 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評

価

実

施

年

度 

４月  
 

５月   

６月   

７月  
 

８月 
  

９月 

 

 

10月   

11月 

 

 

12月 
 

 

１月 
  

２月 

 

 

３月 
 

 

大学説明会の開催 

評価申請の受付 評価の申請 

調書の草案と添付資料の確認 

総合評価評議会は評価報告書を作成し、理事長へ報告 

評価結果の受審大学への通知と公表 

評価報告書(評価委員会案)を通知 評価報告書(評価委員会案)に対する意見申立ての検討 

評価報告書原案を作成 

評価報告書(評価委員会案)に対する意見申立て 

評価委員会は評価報告書(評価委員会案)を作成 

自己点検・評価書等の提出 

書 面 調 査 
・調書に基づき実施 
・評価実施員は所見を作成 
・評価チーム会議を開催 
・評価チーム報告書案を作成 
・評価チーム報告書案と質問事項の送付 

自
己
点
検 

・
評
価
対
象
年
度 

訪問調査のための評価チーム会議を開催 

質問事項への回答 

事前相談期間 

調書の草案と添付資料の提出 

意見申立てについて文書で回答 

評価チーム会議を開催 

評価チーム報告書を評価委員会へ提出 
 

訪問調査              
担当評価チームが二日間の訪問を実施 


